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養殖用種苗（特にかき類）の移動に関する注意喚起について

このたびの東北太平洋沖を震源とする地震及び津波により被災されました都道県

の皆様に深く哀悼の意を表します。

岩手県、宮城県をはじめ多くの地域で養殖業が甚大な被害を被っているところで

すが、中でも、かき類については、その販売用種苗の大部分の生産を担っていた宮

城県が壊滅的な被害を受け、他地区における今後のかき生産に対する影響は多大な

るものがあると考えられます。

一方、かき類については、フランス等のかき養殖に甚大な被害をもたらしている

カキヘルペスウイルス（OsHV-1)変異株による大量死がオセアニア海域でも確認さ

れたことを受けて、別紙のとおり、消費・安全局から平成23年2月2日付け事務連絡

により、各県に対して監視体制の強化についての注意喚起が行われており、防疫対

策等の取組が重要となっているところです。また、韓国や西日本では原生動物

Marteilioides chungmuensis（マルテイリオイデス・チュンムエンシス）による卵

巣肥大症が発生しており、種苗の移動による疾病の拡散が懸念されます。

今後、養殖用種苗が不足する際には、これまでのルートとは異なる種苗の導入が

予想されますが、種苗の導入に当たっては、上記の消費・安全局からの事務連絡に

記載された事項について遵守し、新たなルートによって種苗を導入する場合におい

ては、その来歴や飼育状況を確認し導入の可否を判断する等慎重な対応を行い、必

要に応じて検査を行うよう、水産試験場等からの指導方よろしくお願いします。

また、かき類以外の魚種でも、OIEリスト疾病であるあわび類のキセノハリオチ

ス症が国内で確認される等、新たな疾病の発生が報告されていることから、防疫対

策として、種苗の移動については慎重な対応が必要です。

そのため、かき類だけでなく他の魚種についても種苗の移動については慎重に行

うよう、水産試験場や指導・普及機関を通じて、漁連、漁協、漁業者等の関係者に

対して重ねて周知徹底をお願いします。

なお、全国漁業協同組合連合会及び（独）水産総合研究センターに別添の通り通

知したことを申し添えます。
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カキヘルペスウイルス（OsHV-1）変異株に関する注意喚起について

水産防疫について、常日頃より種々御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

昨年４月から１２月にかけて、フランス、イギリス、ニュージーランド、オーストラリ

アの養殖マガキで、カキヘルペスウイルスの変異株（OsHV-1μvar、我が国で従来から確

認されている株とは異なる）による大量死が発生しています。

国内における本病原体の存在は未確認ですが、本病原体による死亡率は５０～９８％と

の報告もあり、侵入防止を図るとともに、万一侵入した際の早期発見が重要です。このた

め、以下の事項について関係者への周知徹底を行なうとともに、各都道府県におかれまし

ては監視体制の強化をお願いします。

記

１ カキ養殖業者、関係者への周知

都道府県は以下の事項をカキ養殖業者等へ速やかに周知・徹底する。

（１）本病原体の侵入は感染カキの移植によるものと推測されている。このため種苗の導

入元を確認し、発生国（ＥＵ、オセアニア）からの導入を控えること。また、それ以

外の国からの導入の場合についても、輸出国の衛生証明等で充分に安全性を確認する

こと。

（２）本病原体の大量死については、水温１６℃を超える時期から報告されていることか

ら、水温の上昇期には特に育成状況に注意すること。

（３）通常の死亡率を短期間で上回るような大量死があった場合は、ただちに都道府県の

水産担当部署に連絡をするとともに、診断結果が出るまでは、他の水域へのカキの移

動を自粛すること。

（４）養殖場への病原ウイルスの侵入防止のため、輸入カキの養殖で使用した機材、輸入

カキの梱包機材の使い回しや、他の養殖場で使用した機材の使い回しをしない等の衛



生管理を徹底すること。

２ 監視体制の強化

（１）都道府県はカキ養殖業者からカキの大量死の連絡があった場合は、消費・安全局畜

水産安全管理課水産安全室へ連絡するとともに、独立行政法人水産総合研究センター

養殖研究所へ診断を依頼すること。

（２）前述（１）の検査の結果、カキヘルペスウイルスの変異株（OsHV-1μvar）が確認

された場合は、関係者に対し活カキ及び養殖用機材の、他の水域への移動の自粛を指

導すること。

また、関係県、関係者に対して発生情報を周知し、まん延の防止に努めるとともに、

管轄内での養殖場を再点検すること。



（参考）

カキヘルペスウイルス１型変異株（OsHV-1μ var）とは

●性状、感受性
カキヘルペスウイルス１型(OsHV-1)と呼ばれるDNAウイルスの変異株。

感受性種はマガキ。ヨーロッパヒラガキ、ヨーロッパホタテ及びアサリに
は感受性ありとの報告もあるが、大量死の報告はない。国内での発生は確
認されていない（これまで検査実績なし）。本病はマガキの疾病であって、
他の軟体動物や人への感染はない。

●症 状
死亡率５０～９８％の報告。欧州食品安全機関（ｅｆｓａ）によれば、

水温１６℃未満では大量死は見られないとの報告があり、大量死にはOsHV
-1変異株の感染だけでなく、環境要因等が示唆されている。潜伏期間不明、
現在のところ治療法はない。

●昨年の発生状況
４月 フランス 養殖マガキ 死亡率５０％
７月 イギリス 養殖マガキ 死亡率６０％
11月 ニュージーランド 養殖マガキ 死亡率８０％
12月 オーストラリア 養殖マガキ 死亡率９８％
*OIEに緊急報告があったもの。OIEリスト疾病ではない。

●カキの国内生産・輸入
２００９年の国内養殖生産（殻付き＋むき身）２４２,９００㌧、食用

活、生鮮、冷蔵、冷凍）輸入量は２,９００㌧。輸入の９８％以上が韓国
から。ヨーロッパ、オセアニアからも輸入されているが輸入量の３％未満。
種苗としての輸入はほとんどないと思われる。

●発生情報
OIE Aquatic Animals Commission http://www.oie.int/aac/eng/en_fdc.htm
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